
 

 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 再度トンネル補修工事 

設計変更後の工事概要 
 

  工事延長L=98ｍ 

はく落対策工 1式  壕口補修工 1式  仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

【設計変更】 

 

① 現地精査により、はく落対策工、壕口補修工にかかる施工数量に増減が生じた結果、

増工となる。 

 

 ② 工事着手に先立ち所轄警察署と交通規制について協議を行ったところ、工事箇所の 

  両側がカーブにより視距が遮られることから、安全確保のため以下の指示があった。 

  ・交通規制の始点両側に規制車を配置し、注意喚起を促すこと。 

  ・トンネル内を片側交互通行で一般車両等を安全に通行させるために、規制内に交通 

   誘導警備員を配置すること。 

  これにより、交通管理工が増工となる。 

 

 

 

 


